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令和6年度決算における健全化判断比率等

令和7年9月24日
財 政 政 策 課

１．健全化判断項目及び比率等
　（※地方公共団体の財政の健全化に関する法律において、毎年度決算に基づく健全化判断比率
　　　及び資金不足比率の公表が義務付けられている。）

項　　　　　目 内　　　　　　容 早期健全化基準 財政再生基準 備考
実質赤字比率 一般会計等の赤字の比率 13.40% 20.0％
連結実質赤字比率 全会計の赤字の比率 18.40% 30.0％

一部事務組合を含めた公債費
の一般会計等の負担額の比率
第三セクター等を含めた負担
額の比率

※本町の早期健全化基準は、標準財政規模に応じて上記数値が定められている。

２．本町の各健全化判断比率
　○ 令和6年度決算における健全化判断比率の算定結果は、次のとおりである。
　○ いずれの指標も財政健全化計画の策定が必要となる早期健全化判断基準を下回る数値と

項　　　　　目 早期健全化基準 財政再生基準 令和6年度決算数値 数値内容 備考
実質赤字比率 13.40% 20.0％ ― 赤字比率なし
連結実質赤字比率 18.40% 30.0％ ― 赤字比率なし

※実質赤字額又は連結実質赤字額のない場合は、「―」を記載している。

健全化判断比率等の対象範囲について

普通会計
（一般会計）

公営事業会計
（各特別会計）

（下水道事業会計）

一部事務組合

第三セクター等

実質公債費比率 25.0％ 35.0％

将来負担比率 350.0％ ―

実質公債費比率 25.0％ 35.0％ 12.1％ 早期健全化基準以下

将来負担比率 350.0％ ― 44.3％ 早期健全化基準以下
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早期健全化基準（黄信号）
　早期健全化団体⇒財政健全化計画を

　策定し自主的な改善努力による財政

　健全化を図る。

財政再生基準（赤信号・破綻）
　財政再生団体＝財政再生計画を策定し

　国等の関与により確実な再生を図る。



※資金不足比率
　○ 令和6年度における資金不足比率の算定結果は、次のとおりとなっている。
　○ 全ての会計において、資金不足額がないことから、資金不足比率は発生していない。

（単位：千円）
資金不足額 事業規模 資金不足比率
（資金剰余額） （資金剰余比率）

a b a/b

― ―

(43,591) （19.36%）

― ―

(1,515) （6.64%）

　※ 資金不足額又は資金不足比率のない場合は、「―」を記載している。

　　令和6年度決算に基づく北広島町の健全化判断比率及び資金不足比率は、いずれも
　早期健全化基準を下回っています。引き続き、健全な財政運営を行っていきます。

問合せ先：財政政策課　財政係
℡　0826-72-7359

会　計　名 備　　　　　　　　考

下水道事業会計 225,105
事業規模は、営業収益から受託工事収
益を除いたもの。

電気事業特別会計 22,804
事業規模は、営業収益に相当する収入
から、受託工事収益に相当する収入を除
いたもの。


